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新規評価マニュアルの変更

【道路課】

対象事業：道路（改築及び交通安全）事業
【⽣活関連】

資料１－１

評価マニュアルの変更

事業区分 事業名 変更理由

⽣活関連 交通安全事業 ○評価要素の変更

（交差点改良）  ●評価指標：渋滞⻑

□渋滞⻑による評価

【現⾏】

点 数

渋滞⻑ 200ｍ以上 20点

渋滞⻑ 100ｍ未満 15点

渋滞⻑ 50ｍ未満 10点

【変更（案）】

点 数

渋滞⻑ 200ｍ以上 20点

渋滞⻑ 100ｍ以上200未満 15点

渋滞⻑ 50ｍ以上100ｍ未満 10点

渋滞⻑ 50ｍ未満  0点

評価要素（渋滞の状況）

評価要素（渋滞の状況）

主な変更点

○評価要素（渋滞の状況）

 渋滞⻑の区分に連続性が
無かったため、変更（案）
のとおりとしたい。
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新規評価マニュアルの変更について
（河川管理施設長寿命化計画

に基づく維持管理への移行）

【河川砂防課】

対象事業：維持系【河川事業（維持管理）】
河川管理施設〔排水機場・水門〕

１

資料１－２

○目次

１．目的

２．河川管理施設の新規評価マニュアルの変更について

３．排水機場、水門について

４．長寿命化計画の概要について
①長寿命計画の基本方針について
②補修の優先度を示す指標について
③予防保全によるコスト縮減について（平準化計画）
④長寿命化計画の公表について
⑤取組方針の諮問について

２
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１．目的

３

佐賀県が管理している河川管理施設のうち、排水機

場、水門について健全度調査を行い、河川管理施設長

寿命化計画をとりまとめたので、これまで新規評価マ

ニュアルによる事業評価を行っていたものを、河川管

理施設長寿命化計画に基づく維持管理へ移行する。

整
備
系
（
つ
く
る
）

維
持
管
理
事
業

維
持
系
（
ま
も
る
）

新
規
事
業
評
価

２．河川管理施設の新規評価マニュアルの変更について

都
市
公
園
事
業

４

施設

護岸

道
路
事
業

港
湾
事
業

・
・
・
・

河
川
事
業

排水機場

水門

樋門、樋管

ダム

その他

・新規評価マニュ
アルの対象施設か
ら削除

＜長寿命化計画策定＞

道路事業の一部（橋梁）及び都市公園事業は、
長寿命化計画の策定により、新規評価マニュア
ルから削除済み

・長寿命化計画に
基づく維持管理
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５

３．排水機場、水門について

○排水機場
洪水時に住宅地側に溜まった水を

河川に排水ポンプにより排水し、周辺
地域の内水被害を軽減する。

○防潮水門
高潮によって海水が河川に入ってく

ることを防止し、周辺地域の被害を軽
減する。

八田江防潮水門（S51竣工）八田江排水機場（S58竣工）

３．排水機場、水門について

【凡例】
●：排水機場（ポンプ）
■：水門

位置図 河川管理施設数
(排水機場、水門)

（一級河川指定区間＋二級河川）

順

位

都道府県
名

排水
機場
の数

水門
の数

1 佐賀県 52 32
2 埼玉県 45 10

3 兵庫県 32 28

4 新潟県 22 42

5 千葉県 22 50

6 山口県 21 1

7 北海道 21 11

8 徳島県 20 47

9 愛知県 15 13

10 岩手県 13 52

13 熊本県 10 23

23 福岡県 6 23

24 宮崎県 6 8

34 大分県 2 0

47 長崎県 0 4

48 鹿児島県 0 35

佐賀県は広大な低平地が広がり、
排水機場と水門の数が多い！

排水機場の設置数は九州で突出し、
更に全国１位

出典：「国交省 H26河川維持管
理状況調査（H26.3現在）」

６
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７

現状と課題
３．排水機場、水門について

15

36
49 52

37

16

3 0
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60

H28 H38 H48 H58
30年以上経過 30年未満

建設後30年以上経過の排水機場の増加傾向
排水機場数： 52箇所

○腐食したケーシング（羽根車を覆う） ○腐食した羽根車

Before  → → → AfterBefore  → → → After

排水機場等の重要な河川管理施設は、現在

では、建設後30～40年を迎える施設が多く、

今後は老朽化により整備・更新が必要となる

施設が増加する。

このため、河川管理施設の能力が長期に

わたり、確実に発揮できるよう、効果的・効率的

な維持管理に努める必要がある。

８

①長寿命化計画策定の基本方針

施設が大きな損傷に至る前に、月点検、年点検やこまめな修繕
を行い、施設の健全性を継続的に維持し、県民が安全で安心して
暮らせる県土をつくるために、長寿命化計画を策定する。

【事後保全】

施設が故障した後に使用

可能な状態に回復するこ

と

【予防保全】

施設の使用中での故障を

未然に防止し、使用可能

な状態を維持するために

計画的に整備を行い、延

命化を図ること

国土交通省の
○『河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）』 ○『水門設備点検・整備・更新検討マニュアル（案） 』 に基づき策定

○劣化状況のイメージ

○コストのイメージ

健

全

度

・

信

頼

度

コ

ス

ト

事後保全

予防保全

事後保全

予防保全

信頼度の

底上げ

ライフサイクル

コストの縮減

経過年数

分解・整備

分解・整備 分解・整備 分解・整備

４．長寿命化計画の概要について
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②補修の優先度を示す指標について

９

【健全度評価・設置条件評価】

レベルａ

レベルｂ

レベル C

設
置
条
件
評
価

（
使
用
条
件
、
環
境
条
件
）

耐用年数 耐用年数 耐用年数
まで 前後 超過

猶予有

健 全 度 評 価

設置条件 評価指標

レベルa
使用条件、環境条件がともに悪く、
耐用年数を超過している施設

レベルb
使用条件もしくは環境条件のどち
らかが悪く、耐用年数前後の施設

レベルｃ
使用条件、環境条件がともに良く、
耐用年数まで猶予がある施設

悪

良

通常

出典：『河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）』

「使用条件」
排水ポンプが塩分を含む水を排水するかどうか

「使用条件」
常時水中に接しているかどうか

③予防保全によるコスト縮減について

事後保全コスト
６０５億円

予防保全コスト
４９０億円

40年間 
１１５億円

縮減

１０

事後保全年度
予防保全年度
事後保全累計
予防保全累計

年度毎の事業費（百万円） 累計事業費（百万円）
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１１

（参考）平準化計画について

当⾯の10年間を平準化（H29年に突出した事業費や各年度のばらつきがある事業費を平準化）
11年⽬からの10年間隔で平準化（各年度のばらつきがある事業費を平準化）

予防保全コスト
４９０億円

１０年間
（平均）９．２億円

１０年間
（平均）１０．９億円

１０年間
（平均）１０．７億円

１０年間
（平均）１８．５億円

年度毎の事業費（百万円） 累計事業費（百万円）

平準化前
平準化後

河川管理施設長寿命化計画

　水門

施設の名称 河川名 形状寸法
操作
方法

設置年度 経過年数 総合評価
概算事業費
（百万円）

備　考

北畑水門 大木川
スライドゲート
2.4×3.3　2連

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 1965 52 B H35 ～ 66.0

下野水門 西田川
スライドゲート
2.0×2.3　2連

電動 1966 51 A H35 ～ 46.4

補修計画

12

④長寿命化計画の公表について

策定した長寿命化計画は、下記により公表します

河川管理施設長寿命化計画

　排水機場

施設の名称
排水先
河川名

内　水
河川名

型式・口径
動力・台数・出力

排水能力

（ｍ3/ｈ）
設置年度 経過年数 総合評価

概算事業費
（百万円）

備　考

下野排水機場 筑後川 西田川 横軸軸流　1,200ｍ／ｍ電動　2台　260kw 21,600 1966 51 B H29 ～ 966.9

新田川第1排水機場 伊万里川 新田川 横軸斜流1,100ｍ／ｍディーゼル2台　200PS 18,000 1973 44 A H29 ～ 734.5

補修計画
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⑤取組方針の諮問について
○外部有識者への意見聴取について

実 施 日 ：平成29年3月30日（木）
外部機関：佐賀大学インフラ構造物長寿命化研究所

外部有識者の意見

対応

・施設の総合評価を行い、長寿命化計画を策定されているが、今後、計画的に予防保全
を実施するとともに、全てが補修になじまない電気、機械設備であることから定期点検の
データ蓄積、操作日報の気づきなどを踏まえ、計画をフォローアップすることが、より効果
的・効率的な長寿命化対策となるのではないか。

１３

・河川管理施設の信頼性の確保を図るため、定期点検、操作日報のデータを蓄積し、計
画のフォローアップを行い、計画的な整備、更新により、施設の延命化に努める。

氏名 所属

石橋 孝治 佐賀大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 教授

村松 和弘 佐賀大学大学院 工学系研究科 先端融合工学専攻 教授

木上 洋一 佐賀大学大学院 工学系研究科 機械システム工学専攻 教授

塩見 憲正 佐賀大学大学院 工学系研究科 機械システム工学専攻 准教授
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目的：公共事業の効率性と実施過程における透明性の向上

新規評価マニュアルに
関する審議

公共事業の継続の
適否に関する審議

公共事業の効果に
関する検証

新規評価 再評価 事後評価

・新たに着手する事業箇所
を対象に実施

・事業種類毎に評価基準
を定めた「新規評価マニュ
アル」を使って、事業に入
ること（予算をつけること）
が適切かどうかを判断しま
す。

・事業採択後、一定期間
が経過した継続中の事業
を対象に実施

・事業の進捗状況、社会
経済情勢等の変化などの
視点に基づき、事業の継
続が適切かどうかを評価
します。

・事業完了後、おおむね５
年を経過した事業を対象
に実施

・完成した事業について、
当初計画していた効果が
発現しているかどうかを評
価し、今後の事業の改善
に結びつけます。

諮
問

答
申

諮
問

答
申

諮
問

答
申

佐賀県の公共事業評価制度 参考資料

整備系

維持系

社会資本の新築及び改築に関する事業

県の施策に基づき、広域的な視点から実施する事業県の施策に基づき、広域的な視点から実施する事業

地域住民の生活に密接に関連し、安全性や利便性向上を主目的で行う事業地域住民の生活に密接に関連し、安全性や利便性向上を主目的で行う事業

県内の基幹産業の振興を促す又は産業の効率化を図る目的で行う事業県内の基幹産業の振興を促す又は産業の効率化を図る目的で行う事業

広域事業

生活関連事業

産業活性化事業

既存社会資本の維持管理に関する事業

既存施設の利活用に関しての機能保全や管理者責任で行う事業

維持管理事業

道路事業、農道整備事業

道路事業、街路事業、都市公園事業、河川事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、
港湾事業、海岸事業、県営住宅整備事業、農道整備事業、中山間地域総合整備事業、クリーク防災機能保全事
業、ため池等整備事業、湛水防除事業、水環境整備事業、漁港海岸事業、治山事業、林道事業

港湾事業、経営体育成基盤整備事業、農業水利施設保全事業、漁港事業、農道整備事業、中山間地域総合整備
事業、クリーク防災機能保全事業、ため池等整備事業、湛水防除事業、水環境整備事業

道路事業、土地改良事業（水利施設）、河川事業、ダム事業、港湾事業、漁港事業

新規評価対象事業の分類

新
規
評
価
対
象
事
業
の
分
類
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新規評価マニュアルの体系及び基準

（評価視点）

位置付け

必要性・効果

実施環境

（評価項目） （評価指標） （配点）

計１００点
評価
Ａ～Ｃ

・
・
・

・
・
・
・

・
・
・

計１００点
評価
Ａ～Ｃ

計１００点
評価
Ａ～Ｃ

県の施策や役割
に対する評価

現状・課題・効果
に対する評価

実施するための
条件に対する評価

例）整備・事業計画

例）費用対効果

例）地元の状況

各
事
業
の
特
性
を
表
す

評
価
指
標
を
設
定

新規評価マニュアルの体系及び基準

◆評価視点毎の合計点によりＡ～Ｃに区分

◆評価視点毎の評価結果（Ａ～Ｃ）を組み合わせてランク付け

評価基準

判断基準

位置付け 必要性・効果 実施環境

Ａ 80点以上 80点以上 80点以上

Ｂ 60～80点未満 60～80点未満 60～80点未満

Ｃ 60点未満 60点未満 60点未満

ランク 整備方針 評価の組み合わせ

Ⅰ 優先的に事業を実施 ＡＡＡ、ＡＡＢ

Ⅱ 事業を実施 ＡＢＢ、ＢＢＢ

Ⅲ 新規着手を見合わせる
ＡＡＣ、ＡＢＣ
ＡＣＣ、ＢＢＣ、ＢＣＣ、ＣＣＣ
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